
新島村地域力向上事業交付金交付要綱 

 

平成２１年 ３月１日村長決定 

平成２５年 ４月１日一部改正 

平成２８年 ４月１日一部改正 

平成３１年３月２０日一部改正 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、村長が認める村内グループ・団体（以下「村内グループ等」という。）

が、独自に実施する「地域力の向上事業」に対して、村が予算の範囲内において、

その活動費の一部を助成するために交付する「新島村地域力向上事業交付金」（以下

「交付金」という。）について、必要事項を定めることを目的とする。 

 

（交付対象事業） 

第２条 この交付金の対象となる事業は、村内グループ等が実施する「地域力向上のため

の事業」とし、国および東京都並びに村の補助制度があるものを除く。ただし、村

長が認める場合は、この限りではない。 

 

（交付金の交付基準） 

第３条 交付金は、第２条に規定する村内グループ等が実施する事業の内容、地域活性化

効果等を勘案のうえ、審査・決定する。 

 

（計画書の提出） 

第４条 交付金の交付を受けようとする村内グループ等の代表者は、あらかじめ、事業計

画書（別記第１号様式）を作成し、必要な書類を添付して、村長に提出しなければ

ならない。事業計画書の内容を変更した場合においても同様とする。 

 

（交付金の交付内示） 

第５条 村長は、第４条の規定により提出された事業計画書を、第３条の基準により審査

し、交付することが適当と認められた事業について、予算の範囲内において交付金

の交付を決定し、当該グループ等の代表者に内示（別記第２号様式）する。 

 

（報告及び審査） 

第６条 村長は、交付金に関し必要あるときは、交付金の交付を受けようとするグループ

等の代表者または交付を受けたグループ等の代表者から報告を求めることができる。 

 

（交付金の交付申請） 

第７条 第５条の規定による内示を受けたグループ等の代表者は、交付金交付申請書（別

記第３号様式）に必要な書類を添付して、村長に提出しなければならない。 

 



 

（交付金の交付決定） 

第８条 村長は、第７条の規定により交付金交付申請書が提出されたときは、その内容を

審査し、交付することを適当と認めたときは、交付金の交付額を決定するとともに、

その旨を当該グループ等の代表者に通知（別記第４号様式）するものとする。 

 

（是正のための措置） 

第９条 第８条の規定による審査の結果、交付することが適当と認められないときは、交

付の対象となる事業につき、交付決定の内容を適合させるための措置をとるべきこ

とを命ずることができる。 

 

（交付金の限度額） 

第 10条 交付金の限度額については、上限を５０万円とする。ただし、村長が認めた場合

についてはこの限りではない。 

 

（交付金の概算払い） 

第 11条 村長は、第８条の規定に基づき当該グループ等の代表者から事業終了前に概算払

いの請求（別記第５号様式）があった場合、交付決定額の 80％を上限として、必

要に応じて概算払いを行うことができる。 

 

（実績報告） 

第 12条 交付金の交付を受けたグループ等の代表者は、交付対象事業終了後、速やかに実

績報告書（別記第６号様式）に必要な書類を添付して村長に提出しなければなら

ない。 

 

（交付金の額の確定） 

第 13 条 村長は、第 12 条の規定により、当該グループ等の代表者から事業実績報告があ

ったときは速やかに審査し、適切と認められたときは交付金の額を確定し、その

旨を当該グループ等の代表者に通知（別記第７号様式）しなければならない。 

 

（交付の精算） 

第 14 条 交付金の概算払いを受けた当該グループ等の代表者は、第 13 条による額の確定

を受けた後、速やかに交付金概算払清算書（別記第８号様式）を提出し、交付金

の精算をしなければならない。 

 

（決定の取り消し） 

第 15条 村長は、次のいずれかに該当したときは、交付金の交付決定の全部または一部を

取り消すことができる。 

   （１）交付金の交付に必要な書類等に、事実と異なる記載をし、不当に交付金の交

付を受けたとき。 

   （２）交付金を第 5 の規定により交付することが適当と認められた事業と異なる事



業に使用したとき。 

   （３）第 11の規定による実績報告書において、事実と異なる報告をしたとき。 

   （４）その他この交付金の決定の内容またはこれに付した条件に違反したとき。 

（交付金の返還） 

第 16 条 第 15 の規定により交付金の決定の全部または一部を取り消した場合において、

既に交付金が交付されているときは、当該グループ等はその取り消しに係る額を

村長の指定する日までに返還しなければならない。 

   ２ 交付金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る交付金の受領の日から納付

の日までの日数に応じ、返還を命ぜられた額につき、年 10.95 パーセントの割合

で計算した違約加算金（100円未満を除く。）を納付しなければならない。 

   ３ 返還を命ぜられた交付金を納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日

から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき、年 10.95 パーセントの割合

で計算した延滞金（100円未満を除く。）を納付しなければならない。 

 

第 17条 この交付に関しては、新島村補助金等交付規則（昭和 58年 3月 10日規則）の規

定を受けるものとする。 

 

第 18条 この要綱に定めるもののほか、この交付金に関し必要な事項は村長が別に定める。 

 

附 則 

 

 本要綱は、公布の日から平成 34年 3月 31日まで有効とする。 

 

 この要綱は、平成 31年 4月 1日から施行する



 


